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    蓮田市社会福祉協議会では、災害ボランティアとして活動する意欲 

のある個人または団体（企業やボランティアグループ等）に、事前 

に登録していただくことで災害時のボランティア活動を円滑に行え 

るよう、蓮田市災害ボランティア登録者を募集し、災害ボランティ 

アセンターを設置しています。 

 

    ＜登録できるかた＞ 

登録しようとする年度の４月１日現在で１５歳以上のかた 

     ※20歳未満の場合は、保護者の同意が必要です。 

 

    ＜登録の方法＞ 

     ご本人が下記へ直接来所いただき、申込書の記入をお願いします。 

 

    ＜登録後の流れ＞ 

     １．平時から災害ボランティアに関する研修に参加していただき、 

災害に関する意識を高めます。 

     ２．大規模な災害が発生した際に、災害ボランティアセンターの 

       設置や運営、現場での活動等を依頼します。 

 

    ＜お申し込み・お問いあわせ＞  

社会福祉法人 蓮田市社会福祉協議会：総務グループ 

     住所：蓮田市関山 4－5－6  電話：048－769－7111 

      


